
はじめに 
 
 千葉市環境保健研究所は、平成 5 年 3 月、試験検査と調査研究機能を兼ね備えた科学的・
技術的中核機関として設置し、保健衛生及び環境保全行政を推進するために必要な科学的
根拠となる試験検査結果を関係機関に提供して参りました。 
 研究所の使命は、市民の皆様が快適な環境のもとで健康な生活を送ることができるよう、
広範多岐にわたる行政施策の効果的な推進に寄与し、公衆衛生の更なる向上に貢献するこ
とにあります。そのため、日々の業務は行政依頼の試験検査業務が、かなり多くの割合を占
めており、精度管理に裏付けされた正確な結果を迅速に提供することを常に心掛け、実践し
て参りました。 
 一方、社会情勢及び環境の変化、検査・分析技術の進歩、新興・再興感染症対策等、求め
られる試験検査は年々多様化し、変化しています。これら新たな事案や喫緊の課題に的確に
対処するためには、専門知識・技術の蓄積、解析能力と解決策を導く能力の向上に繋がる基
礎的な調査研究の充実が必要・不可欠なことと考え、限られた人的・財政的状況の中、人材
育成と機器の整備に取組んでいるところです。 
 現在、世界的に流行している新型コロナウイルス感染症について、日本では令和 2 年 2 月
から「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（いわゆる感染症法）」に
基づく指定感染症に規定され、全国的に対応しているところです。 

本年度に入り 4～5 月の第 4 波がありましたが、同じころから医療従事者を皮切りにワク
チン接種事業が開始され、順次、市民の高齢者から徐々に接種世代を下げて事業を展開して
いました。そこへ 7～8 月にはデルタ株を中心とした第 5 波が襲来し、過去最大の感染者数
に達し、千葉市でも患者調査・検査数の大幅な増加、医療・救急体制の逼迫が顕著となり、
かなり現場では混乱が見られました。しかし 8 月後半から 9 月以降、感染者数が減少に転
じ、9 月末の緊急事態宣言の解除、現在は小康状態となっています。 

当研究所では、昨年度より遺伝子検査(リアルタイム PCR 法)の休日・夜間の実施体制を
とり、さらに保健所や市民へのワクチン接種体制確立を急いでいる衛生部門への人的派遣
を行っており、それに加えてオミクロン株への対応から、コロナウイルス全ゲノム解析を見
据えた、次世代シーケンサーの購入をはじめとする検査・人員体制の再構築を図っており、
市民への健康を守るために尽力しているところです。この異常事態が一日も早く収束する
よう、当研究所もできる限り対応していく所存であります。 
 今後ともご支援、ご鞭撻のほど、どうぞよろしくお願いいたします。 
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